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送
）
は
、
高
画
質
・
高
音
質
の

映
像
・
音
声
が
楽
し
め
る
だ
け

で
な
く
、
ニ
ュ
ー
ス
や
天
気
予

報
な
ど
暮
ら
し
に
役
立
つ
情
報

を
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
「
デ
ー

タ
ー
放
送
」、
高
齢
者
・
障
害

者
に
も
や
さ
し
い
「
字
幕
放

送
」、
番
組
情
報
が
テ
レ
ビ
上

で
見
ら
れ
る
「
Ｅ
Ｐ
Ｇ
（
電
子

番
組
表
）」、
携
帯
・
移
動
体
向

け
の
「
ワ
ン
セ
グ
」
な
ど
多
彩

な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
ま
す
。

　
熊
野
町
で
地
デ
ジ
を
見
る
に

は
、
次
の
２
つ
の
方
法
が
あ
り

ま
す
。

① 

デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
に
買
い
換

え
る

② 

地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
（
受
信

機
器
）
を
買
い
足
す

　
Ｕ
Ｈ
Ｆ
ア
ン
テ
ナ
の
工
事
が

必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
集
合
住
宅
な
ど
で
共

同
受
信
施
設
を
利
用
さ
れ
て
い

る
人
で
も
、
戸
別
受
信
が
可
能

な
場
合
は
、
地
デ
ジ
を
視
聴
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
引
き

続
き
共
同
受
信
施
設
を
利
用
す

る
場
合
は
、
設
備
の
改
修
な
ど

が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

①
平
成
23
年
成
人
式
対
象
者

②
実
行
委
員
会
（
月
１
回
程
度

開
催
）
と
成
人
式
前
日
の
リ

ハ
ー
サ
ル
、
当
日
に
出
席
で
き

る
人

▽
実
行
委
員
の
主
な
役
割
‥
記

念
品
の
選
定
・
デ
ザ
イ
ン
、
ア

ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
や
式
典
の
シ
ナ

リ
オ
の
企
画
・
作
成
、
式
典
で

の
司
会
・
誓
い
の
言
葉
・ 

記

念
品
受
け
取
り
な
ど

生
涯
学
習
課

820
‐
５
６

２
１
、
Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
‥

shogai@
tow

n.kum
ano.

hiroshim
a.jp

　
平
成
23
年
７
月
ま
で
に
現
在

の
「
地
上
ア
ナ
ロ
グ
放
送
」
は

終
了
し
、「
地
上
デ
ジ
タ
ル
放

送
」
に
完
全
移
行
し
ま
す
。
あ

る
日
突
然
、「
テ
レ
ビ
が
映
ら

な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な

い
よ
う
に
、
早
め
に
地
デ
ジ
の

準
備
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
地
デ
ジ
（
地
上
デ
ジ
タ
ル
放

済
ん
で
い
ま
す
か

地
上
デ
ジ
タ
ル
化

時
平
成
23
年
１
月
９
日
㈰
（
予

定
）

所
町
民
会
館

平
成
２
年
４
月
２
日
〜
平
成

３
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
人

※ 

現
在
、
町
外
に
在
住
で
熊
野

町
の
成
人
式
へ
参
加
し
た
い

人
の
参
加
方
法
は
、
11
月
以

降
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
広
報

で
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す

●
平
成
23
年
成
人
を
祝
う
会
実

行
委
員
募
集

〜
成
人
を
祝
う
会（
成
人
式
）を

企
画
運
営
し
て
み
ま
せ
ん
か
〜

　
熊
野
町
の
成
人
を
祝
う
会

（
成
人
式
）
は
、
企
画
・
準
備

か
ら
当
日
の
運
営
ま
で
、
新
成

人
を
中
心
と
し
た
実
行
委
員
会

の
意
見
を
取
り
入
れ
な
が
ら
実

施
し
て
い
ま
す
。
想
い
出
に
残

る
式
典
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
ア
イ
デ
ア
と
や
る
気
の
あ
る

あ
な
た
の
参
加
を
待
っ
て
い
ま

す
。

平
成
23
年
成
人
を
祝
う
会

の
お
知
ら
せ

す
。
施
設
管
理
者
や
建
物
の

オ
ー
ナ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
悪
質
商
法
に
注
意

　
テ
レ
ビ
の
調
査
会
社
や
ア
ン

テ
ナ
工
事
業
者
を
装
っ
て
、
地

上
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
受
信
す
る

た
め
の
費
用
を
不
正
請
求
し
た

り
、
工
事
の
勧
誘
を
行
う
な
ど

の
悪
質
商
法
に
よ
る
被
害
が
お

き
て
い
ま
す
。

　
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
関
連

す
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
売
り

つ
け
る
悪
質
商
法
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

総
務
省
広
島
県
テ
レ
ビ
受
信

者
支
援
セ
ン
タ
ー
（
デ
ジ
サ
ポ

広
島
）

553
‐
０
１
０
１

（
総
務
課
）

　
平
成
19
年
８
月
１
日
以
降
に

有
効
期
限
延
長
の
手
続
き
を
さ

れ
た
人
（
標
章
の
有
効
期
限
が

平
成
22
年
７
月
31
日
に
な
っ
て

い
る
人
）
に
つ
い
て
は
、
８
月

１
日
㈰
以
降
、
そ
の
標
章
の
使

用
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
有
効
期
限
経
過
後
の
駐
車
除

外
標
章
を
提
示
し
て
、
指
定
駐

車
禁
止
場
所
に
駐
車
し
た
場
合

は
違
反
と
な
り
ま
す
。

●
交
付
基
準
に
該
当
し
な
い
人

　
駐
車
除
外
標
章
は
、
住
所
地

を
管
轄
す
る
警
察
署
に
返
納
し

て
く
だ
さ
い
。

●
交
付
基
準
に
該
当
す
る
人

　
駐
車
除
外
標
章
を
継
続
使
用

さ
れ
る
人
は
、
管
轄
す
る
警
察

署
で
申
請
手
続
き
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。
申
請
に
必
要
な
書
類

な
ど
に
つ
い
て
は
、
警
察
署
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※ 

交
付
基
準
と
は
、
平
成
22
年

４
月
１
日
改
正
時
の
基
準

▽
申
請
窓
口
‥
海
田
警
察
署
交

通
課広

島
県
警
察
本
部
交
通
規
制

課

228
‐
０
１
１
０
、
海
田
警

察
署
交
通
課

820
‐
０
１
１
０

（
福
祉
課
）

駐
車
禁
止
除
外
指
定
車
標
章

の
有
効
期
限
延
長
手
続
き
を

さ
れ
た
人
へ
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障
害
の
あ
る
人
の
自
立
を
支

え
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
在
宅
や
、

通
所
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
、
施
設

に
入
所
し
て
利
用
す
る
サ
ー
ビ

ス
が
あ
り
ま
す
。（
下
表
参
照
）

①
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者

②
療
育
手
帳
・
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
所
持
者
③
聞
き
取

り
調
査
な
ど
に
よ
り
②
と
同
等

と
認
め
ら
れ
る
者
④
支
援
が
必

要
と
認
め
ら
れ
る
障
害
児

※ 

40
〜
64
歳
で
特
定
疾
病
を

お
持
ち
の
人
、
65
歳
以
上
の

人
は
介
護
保
険
が
優
先
と
な

り
ま
す

▽
利
用
手
続
き
の
流
れ
‥

①
相
談
・
申
請

②
聞
き
取
り
調
査

③
認
定
審
査

④
支
給
決
定

　
そ
の
後
、
事
業
者
と
ご
自
身

で
契
約
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

福
祉
課

820
‐
５
６
０
５

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
・
地
域

生
活
支
援
事
業
に
つ
い
て

分類 主なサービス種類 主なサービス内容

家・外出での
支援

居宅介護
自宅での生活に介助を要する人を対象に、入浴や食事な
どの身体介護および家事援助、通院介護などのサービス
を行います。

移動支援事業 屋外での移動が困難な人を対象に、外出のための支援を
行います。

コミュニケーション
支援事業

聴覚障害のため、意思疎通を図るのに支障がある人に、
手話通訳を行う人の派遣などを行います。

泊まるところ 短期入所 自宅で介護を行う人が病気などの場合、短期間（夜間を
含む）施設で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

日中活動を
するところ

生活介護 常に介護が必要な人の、日中の創作活動などの場や、食
事、入浴などの介護を提供します。

児童デイサービス 18 歳未満の人が、日常生活の基本動作を習得し、集団生
活に適応できるように指導訓練を行います。

地域活動支援
センター事業

創作活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の
促進などの便宜を図ります。

日中一時支援事業 日中、介護する人がいないため一時的に見守りが必要な
場合に、見守りや日常的な訓練、生活支援などを行います。

訓練を
するところ

自立訓練（機能訓練） 一定の期間、身体機能の維持・回復のため、身体的リハ
ビリテーションや歩行訓練などの支援を行います。

自立訓練（生活訓練） 一定の期間、食事や家事などの日常生活能力を向上する
ための支援を行います。

仕事を
するところ

就労移行支援
一定期間、生産活動などの機会を提供することによって、
就労に必要な知識や能力の向上を図る訓練などを行いま
す。

就労継続支援A型
（雇用型）

就労が困難な人に対して、必要な知識や能力向上訓練を
行います。

就労継続支援B型
（非雇用型）

年齢や体力面で就労が困難な人に対して、必要な知識や
能力向上訓練を行います。

住むところ

共同生活援助
（グループホーム）

共同生活を営む人に、居住に対する相談や、日常生活上
の援助を行います。

共同生活介護
（ケアホーム） 共同生活の場で身体的な介護などを行います。

施設入所支援 施設に入所する人に、身体的な介護などを行います。
※ それぞれのサービスの資格要件を満たしていれば利用できます。負担額など詳しくはお問い合わせください。


